
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

特
定
分
別
基
準
適
合
物

再
商
品
化
の
手
法

単

価

特
定
分
別
基
準
適
合
物

再
商
品
化
の
手
法

単

価

規
則
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

カ
レ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
八
、
七
七

九
円

規
則
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

カ
レ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
六
、
三
一

五
円

規
則
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

カ
レ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
九
、
八
三

九
円

規
則
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

カ
レ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
七
、
〇
八

四
円

規
則
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

カ
レ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
一
六
、
四

二
一
円

規
則
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

カ
レ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
一
三
、
九

六
七
円

規
則
第
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

製
紙
原
料
等
又
は
古
紙
再
生
ボ
ー

ド
、
溶
鋼
用
鎮
静
剤
若
し
く
は
古
紙

破
砕
解
繊
物
等
を
得
る
た
め
の
手
法

で
あ
っ
て
、
当
該
製
紙
原
料
又
は
当

該
古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静

剤
若
し
く
は
古
紙
破
砕
解
繊
物
等
の

原
材
料
を
除
い
た
選
別
後
の
分
別
基

準
適
合
物
か
ら
固
形
燃
料
又
は
フ
ラ

フ
燃
料
を
得
る
た
め
の
も
の

一
ト
ン
に
つ
き
四
、
〇
八

〇
円

規
則
第
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

製
紙
原
料
等
又
は
古
紙
再
生
ボ
ー

ド
、
溶
鋼
用
鎮
静
剤
若
し
く
は
古
紙

破
砕
解
繊
物
等
を
得
る
た
め
の
手
法

で
あ
っ
て
、
当
該
製
紙
原
料
又
は
当

該
古
紙
再
生
ボ
ー
ド
、
溶
鋼
用
鎮
静

剤
若
し
く
は
古
紙
破
砕
解
繊
物
等
の

原
材
料
を
除
い
た
選
別
後
の
分
別
基

準
適
合
物
か
ら
固
形
燃
料
又
は
フ
ラ

フ
燃
料
を
得
る
た
め
の
も
の

一
ト
ン
に
つ
き
二
、
六
七

六
円

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

環

境

省

告
示
第
十
一
号

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
大

蔵

省
、
厚

生

省
、

農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省

令
第
一
号
）
第
七
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
が
定
め
る
単
価
（
平
成
二
十
年
三
月
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

環

境

省

告
示
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

農
林
水
産
大
臣

鈴
木

憲
和

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

環
境
大
臣

石
原

宏
高





規
則
第
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

フ
レ
ー
ク
若
し
く
は
ペ
レ
ッ
ト
等
の

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料
又
は
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
等
の
原
料
と
な
る
ポ
リ
エ
ス
テ

ル
原
料
（
ビ
ス
（
二

ヒ
ド
ロ
キ
シ

エ
チ
ル
）
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
、
テ
レ

フ
タ
ル
酸
ジ
メ
チ
ル
、
テ
レ
フ
タ
ル

酸
等
を
い
う
。）を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
一
、
九
三

九
円

規
則
第
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

フ
レ
ー
ク
若
し
く
は
ペ
レ
ッ
ト
等
の

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料
又
は
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
等
の
原
料
と
な
る
ポ
リ
エ
ス
テ

ル
原
料
（
ビ
ス
（
二

ヒ
ド
ロ
キ
シ

エ
チ
ル
）
テ
レ
フ
タ
レ
ー
ト
、
テ
レ

フ
タ
ル
酸
ジ
メ
チ
ル
、
テ
レ
フ
タ
ル

酸
等
を
い
う
。）を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
四
、
六
一

五
円

規
則
第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

白
色
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
食
品
用

ト
レ
イ
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
か

ら
減
容
顆か

粒
品
、
イ
ン
ゴ
ッ
ト
又
は

ペ
レ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
六
〇
、
六

〇
三
円

規
則
第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
分

別
基
準
適
合
物

白
色
の
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
食
品
用

ト
レ
イ
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
か

ら
減
容
顆か

粒
品
、
イ
ン
ゴ
ッ
ト
又
は

ペ
レ
ッ
ト
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
六
二
、
二

五
三
円

ペ
レ
ッ
ト
等
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料

又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
等
を
得
る

た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
六
三
、
四

九
四
円

ペ
レ
ッ
ト
等
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
原
料

又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
等
を
得
る

た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
五
九
、
三

七
七
円

高
炉
で
用
い
る
還
元
剤
を
得
る
た
め

の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
四
八
、
〇

六
九
円

高
炉
で
用
い
る
還
元
剤
を
得
る
た
め

の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
三
九
、
三

六
四
円

コ
ー
ク
ス
炉
で
用
い
る
原
料
炭
の
代

替
物
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
五
八
、
九

六
六
円

コ
ー
ク
ス
炉
で
用
い
る
原
料
炭
の
代

替
物
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
五
一
、
一

七
二
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

水
素
及
び
一
酸
化
炭
素
を
主
成
分
と

す
る
ガ
ス
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
五
四
、
三

九
二
円

水
素
及
び
一
酸
化
炭
素
を
主
成
分
と

す
る
ガ
ス
を
得
る
た
め
の
手
法

一
ト
ン
に
つ
き
四
七
、
一

七
七
円

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 


